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入 会  ご  案 内 
 

退職したらＵＩゼンセン シニア 
友 の 会 に 入 会 し ま し ょ う 

   苦楽を共にした仲間の親睦と交流を求めて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ＵＩゼンセン シニア友の会 
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-16 

ゼンセン会館内 

ＴＥＬ 03（3288）3598 ＦＡＸ 03（3288）7174 

 
 



 

 

ＵＩゼンセン シニア友の会って 
どんな会なんだろう？ 

 

会員相互の親睦、交流と福祉の増進を目的とし、地域活動や福祉共済事業を行っています。 

 

【主な活動】 

◇会員相互の親睦、交流（各県支部で総会・行事など） 

◇福祉共済事業（記念品・祝い金・見舞金、ＵＩゼンセン見舞金共済） 

◇広報紙の発行（ＵＩゼンセン新聞シニア版＜隔月に全会員に直送＞） 

 

 

入会資格や会員の種類はどうなっている 
のかしら。会費はいくらくらいかしら？ 
 

▽ 入会の資格  組合員として在籍５年以上、年齢 75 歳未満で退職された方、組合役職員を退任された

方、または非組合員になった方です。 

▽ 会員の種類  入会者は、終身会員とします 

▽ 会   費  入会時年齢が 60 歳以上      18,000 円 

                55 歳から 59 歳まで 20,000 円 

                  54 歳以下      22,000 円 

 

 

入会、脱退の手続きは 
どうすればいいのかな？ 

【入会する時】 

 加入申込書に必要事項を記入、押印し、会費をそえて出身組合またはＵＩゼンセン同盟都道府県支部を

通じ、シニア友の会本部に申し込んでください。 

 加入申込書は、出身組合、ＵＩゼンセン同盟都道府県支部に用意してあります。 

【つぎの場合は会員としての資格がなくなります】 

◇死亡された時 

◇脱会を希望し、出身組合やＵＩゼンセン都道府県支部を通じ、シニア友の会本部に届け出た時 

◇住所不明等で長期間連絡が取れない時 

※住所等が変わったら必ず出身組合かＵＩゼンセン都道府県支部、シニア友の会本部へお知らせください。 

 

会員にはどんなメリット 
があるのかしら？ 
  

シニア友の会にはつぎのような制度があり、会員になるとその 

適用を受けることができます。 

 申請手続きは出身組合またはＵＩゼンセン同盟都道府県支部へご 



相談ください。 

１．記念品・祝い金・見舞金の贈呈 

  シニア友の会とＵＩゼンセン同盟その他の寄付を基金として設けられ、つぎの表のとおり贈呈します。 

種  類 適  用  区  分 金  額 

長 寿 記 念 品 77 歳の会員 5,000 円 相当 

長 寿 祝 い 金 88 歳、99 歳の会員 各 10,000 円 

見 舞 金 Ⅰ 
会員が寝たきりや認知症などのため、要介護 3 以上の認定を受け、

在宅で介護を受ける状態になったとき 
20,000 円 

見 舞 金 Ⅱ 
会員が寝たきりや認知症などのため、要介護 3 以上の認定を受け、

入院、または入所の状態になったとき 
10,000 円 

見 舞 金 Ⅲ 
会員が、寝たきりや認知症などで要介護 3 以上の認定を受けた同居

家族を在宅で常時看護する状態にたったとき 
10,000 円 

見舞金Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの種目別に 1 回支給を受けたあと、異なる種目で事由が生じた場合は異な

る種目による支給を 1 回受けることができる。 

介護認定とは別に「肢体不自由」による身体障害者等級 1 級の「身体障害者手帳」の交付を受けたと

き、「寝たきり見舞金」の対象とする。 

 

２．ＵＩゼンセン見舞金共済 

 ◇シニア会員はＵＩゼンセン見舞金共済に加入し、会員や配偶者の死亡、住宅の被災に対し別表の共済

金がＵＩゼンセン同盟から支給されます。 

 ◇申請は、事由が発生して 90 日以内です。さらに遅延理由書添付で９０日伸びます。 

給 付 適 用 区 分 給付金額 申請時必要書類（コピー可） 

会 員 死 亡 20,000 円 会葬御礼ハガキ・死亡診断書（コピー可）など 

全焼・流失・

全損 
50,000 円 罹災証明書 

住

宅

被

災 

会員が居住し

ている住宅 半壊・半損・

床上浸水 
25,000 円 罹災証明書 

配偶者死亡（事実上の婚姻関係含む） 10,000 円 死亡診断書（コピー可）･婚姻関係を確認できるものなど

 

３．シニア専用共済の加入 

ＵＩゼンセン同盟が取り扱っている「シニア友の会専用の共済（ゆうゆうライフ）」に入会希望者は

加入することができます。 

お問合せはＵＩゼンセン同盟生活応援・共済事業局（TEL03-3288-3533）まで。 

 

４．ＵＩゼンセン新聞の送付 

  シニア友の会の会員にはＵＩゼンセン新聞シニア版（隔月刊）を送ります。 

 

５・シニア友の会が行う会議や行事に参加できます 

また、ＵＩゼンセン同盟の「なんでも相談ダイヤル」（フリーダイヤル・0120-717671）「まる得

情報ダイヤル」（03-3221-8686）の利用もできます。 


